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告    示 
電線共同溝整備道路の指定（追加）について（道路管理課） 

那覇市告示第 92 号  

平成 24 年 12 月 11 日  

掲 示 済  

 

 

 

   電線共同溝整備道路の指定（追加）について 

 

 

 

 電線共同溝の整備に関する特別措置法（平成７年３月 23 日法律第 39 号）

第３条第１項の規定に基づき、市道前田石嶺について電線共同溝を整備す

べき道路として指定（追加）したいので、同法第４項の規定に基づき次の

とおり告示する。  

 

 

 

那覇市長 翁 長 雄 志  

 

 

 

   電線共同溝整備指定路線 

 

路 線 名               追 加 指 定 区 間 

前田石嶺線 
       自 那覇市首里石嶺町４丁目 233番９ 

       至  那覇市首里石嶺町４丁目 234番 12 
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公    告 
「国際通り情報発信大型ビジョン活用事業」物品購入契約業務・「国

際通り情報発信大型ビジョン活用事業」映像制作及び新たな賑わいの創出業

務委託契約について（なはまちなか振興課） 
那覇市公告第 272 号  

平成 24 年 12 月 10 日  

掲 示 済  

 

 

 

「国際通り情報発信大型ビジョン活用事業」物品購入契約業務・「国際通り情報

発信大型ビジョン活用事業」映像制作及び新たな賑わいの創出業務委託契約につ

いての提案依頼を実施するので、次のとおり公告する。 

 

 

 

那覇市長 翁 長 雄 志  

 

 

 

１ 件 名 「国際通り情報発信大型ビジョン活用事業」物品購入契約業務・

「国際通り情報発信大型ビジョン活用事業」映像制作及び新たな       

賑わいの創出業務委託契約に関する提案依頼 

 

 

２ 依頼内容 提案書、見積書等の提出 

 

 

３ 提出期限   平成 25年 1月４日（金）午後５時 15分 

 

 

４ 問合せ先  那覇市 経済観光部 なはまちなか振興課 担当 嵩原・川上 

 TEL:098-867-5260  FAX:098-863-1752 

    E-Mail：K-NAHA001@neo.city.naha.okinawa.jp  

 

 

５ 詳細内容 基本仕様書や提出資料等の詳細につきましては、那覇市公式ホー

ムページをご確認ください。 

 

mailto:K-NAHA001@neo.city.naha.okinawa.jp�
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住民票の職権消除の公示について（市民課） 
那覇市公告第 282 号  

平成 24 年 12 月 13 日  

掲 示 済  

 

 

 

住民票の職権消除の公示について 

 

 

 

住民票の職権消除の通知を受けるべき者の住所又は居所が明らかでないため、住

民基本台帳法施行令（昭和 42年政令第 292号）第 12条第４項の規定により公示す

る。 

なお、住民票を消除された者の名簿は、この告示の日から一ヶ月間は那覇市市民

文化部市民課において縦覧に供する。 

 

 

 

那覇市長 翁 長 雄 志  

 

 

 

 

臨床検査機器の購入に係る制限付一般競争入札の実施について（保健

所準備室） 

 

那覇市公告第 286 号  

平成 24 年 12 月 17 日  

掲 示 済  

 

 

 

臨床検査機器の購入に係る制限付一般競争入札の実施について 

 

 

 

地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第 234条第 1項の規定に基づき、制限付一

般競争入札を実施するので、次のとおり公告する。 

 

 

那覇市長 翁 長 雄 志  
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１ 件  名   臨床検査機器の購入 

 

 

２ 納入場所   沖縄県中央保健所 

 

 

３ 納入期限     平成 25年３月 31日（日） 

 

 

４ 問合せ先   那覇市 健康保険局 保健所準備室  担当 山城・當間 

  TEL:098-862-0568  FAX:098-862-4263 

E-Mail：k-hoken001@neo.city.naha.okinawa.jp 

 

 

５ 詳細内容  購入物品や入札参加資格要件等の詳細につきましては、那覇市公

式ホームページをご確認ください。 

 

 

 

 

 

那覇広域都市計画道路事業の事業計画変更認可に係る縦覧について

（道路建設課） 

那覇市公告第 291 号  

平成 24 年 12 月 20 日  

掲 示 済  

 

 

 

那覇広域都市計画道路事業の事業計画変更認可に係る縦覧について 

 

 

 

 都市計画法（昭和43年法律第100号）第63条第２項の規定において準用する同

法第62条第１項の規定に基づき、図書の写し等の送付を受けたので、同法第62条

第２項の規定により、次のとおり公衆の縦覧に供する。 

 

 

 

那覇市長 翁 長 雄 志  
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１ 都市計画事業の種類及び名称 

（１） 種類 那覇広域都市計画道路事業 

（２） 名称 ３・３・10号 汀良翁長線 

 

 

２ 施行者の名称 

         沖 縄 県 

 

３ 縦覧場所及び縦覧期間 

（１） 場所 那覇市建設管理部道路建設課 

（２） 期間 平成24年12月20日～平成31年３月31日 

 

 

会議開催の公告について（商工農水課） 
那覇市公告第 294 号  

平成 24 年 12 月 26 日  

掲 示 済  

 

 

会議開催の公告について     

 

 

次のとおり、会議を開催しますので公告します。 

 

 

那覇市長 翁 長 雄 志  

 

 

記 

 

１ 会議の名称   那覇市伝統工芸館運営審議会 

２ 開催年月日   平成 25年１月 10日（木） 

         14時 00分  ～ 15時 00分 

３ 開催場所    伝統工芸館会議室  那覇市ぶんかテンブス館２階 

４ 議  題    那覇市伝統工芸館の運営について                                                                                                     

５ 傍  聴    会議公開、非公開は、会議の冒頭に審議会の長が当該審議会

に諮って決める。公開と決定した場合は、若干名先着順とす

る。 

６ 意見提出    会議の議題について意見のある方は、平成 25年 1月７日まで

に経済観光部商工農水課に意見書を提出してください。 

７ 照 会 先    担当事務局 （経済観光部  商工農水課）  

                （☎951-3212 内 8085） 
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教育委員会規則 
那覇市教育委員会の組織等に関する規則の一部を改正する規則 

那覇市教育委員会規則第９号  

平 成 2 4 年 1 2 月 1 7 日   

公 布 済  

 

 

 

 那覇市教育委員会の組織等に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

 

 

 

那覇市教育委員会  

委員長  城 間 勝  
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那覇市教育委員会公告式規則の一部を改正する規則 
那覇市教育委員会規則第 10 号  

平 成 2 4 年 1 2 月 1 7 日   

公 布 済  

 

 

 

 那覇市教育委員会公告式規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

 

 

 

那覇市教育委員会  

委員長  城 間 勝  
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